
第３２号議案 

 

     八王子市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運

営の基準に関する条例の一部を改正する条例設定について 

 

 八王子市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条

例の一部を改正する条例を次のとおり設定するものとする。 

 

  令和３年２月２４日 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

   八王子市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関す

る条例の一部を改正する条例 

 八王子市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条

例（令和元年八王子市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

 （指定障害児通所支援事業者等の一般原

則） 

 （指定障害児通所支援事業者等の一般原

則） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 指定障害児通所支援事業者等は、当該指

定障害児通所支援事業者等を利用する障害

児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必

要な体制の整備を行うとともに、その従業

者に対し、研修の実施その他の必要な措置

を講じなければならない。 

４ 指定障害児通所支援事業者等は、当該指

定障害児通所支援事業者等を利用する障害

児の人権の擁護、虐待の防止等のため、責

任者の設置その他の必要な体制の整備を行

うとともに、その従業者に対し、研修の実

施その他の必要な措置を講じなければなら

ない。 

５～７ （略） ５～７ （略） 

  

 （従業者の配置の基準）  （従業者の配置の基準） 

第５条 指定児童発達支援の事業を行う者

（以下「指定児童発達支援事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「指

定児童発達支援事業所」という。）（児童

発達支援センターであるものを除く。以下

この条において同じ。）に置くべき従業者

第５条 指定児童発達支援の事業を行う者

（以下「指定児童発達支援事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「指

定児童発達支援事業所」という。）（児童

発達支援センターであるものを除く。以下

この条において同じ。）に置くべき従業者



及びその員数は、次のとおりとする。 及びその員数は、次のとおりとする。 

 ⑴ 児童指導員（児童福祉施設の設備及び

運営に関する基準（昭和２３年厚生省令

第６３号）第２１条第６項に規定する児

童指導員をいう。以下同じ。）又は保育

士 指定児童発達支援の単位（指定児童

発達支援であって、その提供が同時に１

人又は複数の障害児に対して一体的に行

われるものをいう。以下この条及び次条

において同じ。）ごとにその提供を行う

時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支

援の提供に当たる児童指導員又は保育士

の合計数が、ア又はイに掲げる障害児の

数の区分に応じ、それぞれア又はイに定

める数以上 

 ⑴ 児童指導員（児童福祉施設の設備及び

運営に関する基準（昭和２３年厚生省令

第６３号）第２１条第６項に規定する児

童指導員をいう。以下同じ。）、保育士

又は学校教育法（昭和２２年法律第２６

号）の規定による高等学校若しくは中等

教育学校を卒業した者、同法第９０条第

２項の規定により大学への入学を認めら

れた者、通常の課程による１２年の学校

教育を修了した者（通常の課程以外の課

程によりこれに相当する学校教育を修了

した者を含む。）若しくは文部科学大臣

がこれと同等以上の資格を有すると認定

した者であって、２年以上障害福祉サー

ビスに係る業務に従事したもの（以下

「障害福祉サービス経験者」という。） 

   指定児童発達支援の単位（指定児童発

達支援であって、その提供が同時に１人

又は複数の障害児に対して一体的に行わ

れるものをいう。以下この条及び次条に

おいて同じ。）ごとにその提供を行う時

間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援

の提供に当たる児童指導員、保育士又は

障害福祉サービス経験者の合計数が、ア

又はイに掲げる障害児の数の区分に応

じ、それぞれア又はイに定める数以上 

  ア・イ （略）   ア・イ （略） 

 ⑵ （略）  ⑵ （略） 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児

童発達支援事業所において、日常生活を営

むのに必要な機能訓練を行う場合には機能

訓練担当職員（日常生活を営むのに必要な

機能訓練を担当する職員をいう。以下同

じ。）を、日常生活及び社会生活を営むた

めに医療的ケア（人工呼吸器による呼吸管

理、喀痰
かくたん

吸引その他厚生労働大臣が定める

医療行為をいう。以下同じ。）を恒常的に

受けることが不可欠である障害児に医療的

ケアを行う場合には看護職員（保健師、助

産師、看護師又は准看護師をいう。以下同

じ。）を、それぞれ置かなければならな

い。ただし、次の各号のいずれかに該当す

る場合には、看護職員を置かないことがで

きる。 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児

童発達支援事業所において日常生活を営む

のに必要な機能訓練を行う場合には、機能

訓練担当職員（日常生活を営むのに必要な

機能訓練を担当する職員をいう。以下同

じ。）を置かなければならない。この場合

において、当該機能訓練担当職員が指定児

童発達支援の単位ごとにその提供を行う時

間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の

提供に当たる場合には、当該機能訓練担当

職員の数を児童指導員、保育士又は障害福

祉サービス経験者の合計数に含めることが

できる。 

 ⑴ 医療機関等との連携により、看護職員

を指定児童発達支援事業所に訪問させ、

当該看護職員が障害児に対して医療的ケ

アを行う場合 

 

 ⑵ 当該指定児童発達支援事業所（社会福  



祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律

第３０号）第４８条の３第１項の登録に

係る事業所である場合に限る。）におい

て、医療的ケアのうち喀痰
かくたん

吸引等（同法

第２条第２項に規定する喀痰
かくたん

吸引等をい

う。次条及び第７９条において同じ。）

のみを必要とする障害児に対し、当該登

録を受けた者が自らの事業又はその一環

として喀痰
かくたん

吸引等業務（同法第４８条の

３第１項に規定する喀痰
かくたん

吸引等業務をい

う。次条及び第７９条において同じ。）

を行う場合 

 ⑶ 当該指定児童発達支援事業所（社会福

祉士及び介護福祉士法附則第２０条第１

項の登録に係る事業所である場合に限

る。）において、医療的ケアのうち特定

行為（同法附則第３条第１項に規定する

特定行為をいう。次条及び第７９条にお

いて同じ。）のみを必要とする障害児に

対し、当該登録を受けた者が自らの事業

又はその一環として特定行為業務（同法

附則第２０条第１項に規定する特定行為

業務をいう。次条及び第７９条において

同じ。）を行う場合 

 

３ 前項の規定に基づき、機能訓練担当職員

又は看護職員（以下この条、次条及び第７

９条において「機能訓練担当職員等」とい

う。）を置いた場合において、当該機能訓

練担当職員等が指定児童発達支援の単位ご

とにその提供を行う時間帯を通じて専ら当

該指定児童発達支援の提供に当たる場合に

は、当該機能訓練担当職員等の数を児童指

導員又は保育士の合計数に含めることがで

きる。 

 

４ 第１項から前項までの規定にかかわら

ず、主として重症心身障害児（法第７条第

２項に規定する重症心身障害児をいう。以

下同じ。）を通わせる指定児童発達支援事

業所に置くべき従業者及びその員数は、次

のとおりとする。ただし、指定児童発達支

援の単位ごとにその提供を行う時間帯のう

ち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行

わない時間帯については、第４号の機能訓

練担当職員を置かないことができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、主として重

症心身障害児（法第７条第２項に規定する

重症心身障害児をいう。以下同じ。）を通

わせる指定児童発達支援事業所に置くべき

従業者及びその員数は、次のとおりとす

る。ただし、指定児童発達支援の単位ごと

にその提供を行う時間帯のうち日常生活を

営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯

については、第４号の機能訓練担当職員を

置かないことができる。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 看護職員 １以上  ⑵ 看護職員（保健師、助産師、看護師又

は准看護師をいう。以下同じ。） １以

上 

 ⑶～⑸ （略）  ⑶～⑸ （略） 



５ 第１項第１号の児童指導員又は保育士の

うち、１人以上は、常勤でなければならな

い。 

４ 第１項第１号の児童指導員、保育士又は

障害福祉サービス経験者のうち、１人以上

は、常勤でなければならない。 

６ 第３項の規定により機能訓練担当職員等

の数を含める場合における第１項第１号の

児童指導員又は保育士の合計数の半数以上

は、児童指導員又は保育士でなければなら

ない。 

５ 第１項第１号の児童指導員、保育士及び

障害福祉サービス経験者の半数以上は、児

童指導員又は保育士でなければならない。 

７ （略） ６ （略） 

  

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児

童発達支援事業所において、日常生活を営

むのに必要な機能訓練を行う場合には機能

訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を

営むために医療的ケアを恒常的に受けるこ

とが不可欠である障害児に医療的ケアを行

う場合には看護職員を、それぞれ置かなけ

ればならない。ただし、次の各号のいずれ

かに該当する場合には、看護職員を置かな

いことができる。 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児

童発達支援事業所において日常生活を営む

のに必要な機能訓練を行う場合には、機能

訓練担当職員を置かなければならない。こ

の場合において、当該機能訓練担当職員の

数を児童指導員及び保育士の総数に含める

ことができる。 

 ⑴ 医療機関等との連携により、看護職員

を指定児童発達支援事業所に訪問させ、

当該看護職員が障害児に対して医療的ケ

アを行う場合 

 

 ⑵ 当該指定児童発達支援事業所（社会福

祉士及び介護福祉士法第４８条の３第１

項の登録に係る事業所である場合に限

る。）において、医療的ケアのうち喀痰
かくたん

吸引等のみを必要とする障害児に対し、

当該登録を受けた者が自らの事業又はそ

の一環として喀痰
かくたん

吸引業務を行う場合 

 

 ⑶ 当該指定児童発達支援事業所（社会福

祉士及び介護福祉士法附則第２０条第１

項の登録に係る事業所である場合に限

る。）において、医療的ケアのうち特定

行為のみを必要とする障害児に対し、当

該登録を受けた者が自らの事業又はその

一環として特定行為業務を行う場合 

 

３ 前項の規定に基づき、機能訓練担当職員

等を置いた場合においては、当該機能訓練

担当職員等の数を児童指導員及び保育士の

総数に含めることができる。 

 

４ 前２項の規定にかかわらず、主として難

聴児を通わせる指定児童発達支援事業所に

は、第１項各号に掲げる従業者のほか、次

の各号に掲げる従業者（第２項ただし書各

号のいずれかに該当する場合にあっては、

第３号に掲げる看護職員を除く。）を置か

なければならない。この場合において、当

３ 前項の規定にかかわらず、主として難聴

児を通わせる指定児童発達支援事業所に

は、第１項各号に掲げる従業者のほか、次

の各号に掲げる従業者を置かなければなら

ない。この場合において、当該各号に掲げ

る従業者については、その数を児童指導員

及び保育士の総数に含めることができる。 



該各号に掲げる従業者については、その数

を児童指導員及び保育士の総数に含めるこ

とができる。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

 ⑶ 看護職員（日常生活及び社会生活を営

むために医療的ケアを恒常的に受けるこ

とが不可欠である障害児に医療的ケアを

行う場合に限る。） 医療的ケアを行う

ために必要な数 

 

５ 第２項及び第３項の規定にかかわらず、

主として重症心身障害児を通わせる指定児

童発達支援事業所には、第１項各号に掲げ

る従業者のほか、次の各号に掲げる従業者

を置かなければならない。この場合におい

て、当該各号に掲げる従業者については、

その数を児童指導員及び保育士の総数に含

めることができる。 

４ 第２項の規定にかかわらず、主として重

症心身障害児を通わせる指定児童発達支援

事業所には、第１項各号に掲げる従業者の

ほか、次の各号に掲げる従業者を置かなけ

ればならない。この場合において、当該各

号に掲げる従業者については、その数を児

童指導員及び保育士の総数に含めることが

できる。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

６ 第３項の規定により機能訓練担当職員等

の数を含める場合における第１項第２号ア

の児童指導員及び保育士の総数の半数以上

は、児童指導員又は保育士でなければなら

ない。 

 

７ 第１項から第５項まで（第１項第１号を

除く。）に規定する従業者は、専ら当該指

定児童発達支援事業所の職務に従事する者

又は指定児童発達支援の単位ごとに専ら当

該指定児童発達支援の提供に当たる者でな

ければならない。ただし、障害児の支援に

支障がない場合は、第１項第３号の栄養士

及び同項第４号の調理員については、併せ

て設置する他の社会福祉施設の職務に従事

させることができる。 

５ 前各項（第１項第１号を除く。）に規定

する従業者は、専ら当該指定児童発達支援

事業所の職務に従事する者又は指定児童発

達支援の単位ごとに専ら当該指定児童発達

支援の提供に当たる者でなければならな

い。ただし、障害児の支援に支障がない場

合は、第１項第３号の栄養士及び同項第４

号の調理員については、併せて設置する他

の社会福祉施設の職務に従事させることが

できる。 

  

 （児童発達支援計画の作成等）  （児童発達支援計画の作成等） 

第２７条 （略） 第２７条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支

援計画の作成に当たっては、障害児に対す

る指定児童発達支援の提供に当たる担当者

等を招集して行う会議（テレビ電話装置そ

の他の情報通信機器（以下「テレビ電話装

置等」という。）を活用して行うことがで

きるものとする。）を開催し、児童発達支

援計画の原案について意見を求めるものと

する。 

５ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支

援計画の作成に当たっては、障害児に対す

る指定児童発達支援の提供に当たる担当者

等を招集して行う会議を開催し、児童発達

支援計画の原案について意見を求めるもの

とする。 

６～１０ （略） ６～１０ （略） 

  

 （運営規程）  （運営規程） 

第３７条 指定児童発達支援事業者は、指定 第３７条 指定児童発達支援事業者は、指定



児童発達支援事業所ごとに、次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する運営

規程（第４３条第１項において「運営規

程」という。）を定めておかなければなら

ない。 

児童発達支援事業所ごとに、次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する運営

規程（第４３条において「運営規程」とい

う。）を定めておかなければならない。 

 ⑴～⒀ （略）  ⑴～⒀ （略） 

  

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第３８条 （略） 第３８条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 指定児童発達支援事業者は、適切な指定

児童発達支援の提供を確保する観点から、

職場において行われる性的な言動又は優越

的な関係を背景とした言動であって業務上

必要かつ相当な範囲を超えたものにより従

業者の就業環境が害されることを防止する

ための方針の明確化等の必要な措置を講じ

なければならない。 

 

  

 （業務継続計画の策定等）  

第３８条の２ 指定児童発達支援事業者は、

感染症や非常災害の発生時において、利用

者に対する指定児童発達支援の提供を継続

的に実施するための、及び非常時の体制で

早期の業務再開を図るための計画（以下

「業務継続計画」という。）を策定し、当

該業務継続計画に従い必要な措置を講じな

ければならない。 

 

２ 指定児童発達支援事業者は、従業者に対

し、業務継続計画について周知するととも

に、必要な研修及び訓練を定期的に実施し

なければならない。 

 

３ 指定児童発達支援事業者は、定期的に業

務継続計画の見直しを行い、必要に応じて

業務継続計画の変更を行うものとする。 

 

  

 （非常災害対策）  （非常災害対策） 

第４０条 （略） 第４０条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定児童発達支援事業者は、前項に規定

する訓練の実施に当たって、地域住民の参

加が得られるよう連携に努めなければなら

ない。 

 

  

 （衛生管理等）  （衛生管理等） 

第４１条 （略） 第４１条 （略） 

２ 指定児童発達支援事業者は、当該指定児

童発達支援事業所において感染症又は食中

毒が発生し、又はまん延しないように、次

の各号に掲げる措置を講じなければならな

２ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発

達支援事業所において感染症又は食中毒が

発生し、又はまん延しないように必要な措

置を講ずるとともに、感染症及び食中毒の



い。 発生及びまん延の防止に係る研修を実施す

るよう努めなければならない。 

 ⑴ 当該指定児童発達支援事業所における

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防

止のための対策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとする。）を定期的に開催すると

ともに、その結果について、従業者に周

知徹底を図ること。 

 

 ⑵ 当該指定児童発達支援事業所における

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防

止のための指針を整備すること。 

 

 ⑶ 当該指定児童発達支援事業所におい

て、従業者に対し、感染症及び食中毒の

予防及びまん延の防止のための研修並び

に感染症の予防及びまん延の防止のため

の訓練を定期的に実施すること。 

 

  

 （掲示）  （掲示） 

第４３条 （略） 第４３条 （略） 

２ 指定児童発達支援事業者は、前項に規定

する事項を記載した書面を当該指定児童発

達支援事業所に備え付け、かつ、これをい

つでも関係者に自由に閲覧させることによ

り、同項の規定による掲示に代えることが

できる。 

２ 前項の規定にかかわらず、掲示が著しく

困難な場合は、障害児又は通所給付決定保

護者その他の当該障害児の家族が自由に見

ることができる場所に重要事項を記載した

書面を設置することにより、掲示に代える

ことができる。 

  

 （身体的拘束等の禁止）  （身体的拘束等の禁止） 

第４４条 （略） 第４４条 （略） 

２・３（略） ２・３（略） 

４ 指定児童発達支援事業者は、身体的拘束

等の適正化を図るため、次に掲げる措置を

講じなければならない。 

 

 ⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）

を定期的に開催するとともに、その結果

について、従業者に周知徹底を図るこ

と。 

 

 ⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を

整備すること。 

 

 ⑶ 従業者に対し、身体的拘束等の適正化

のための研修を定期的に実施すること。 

 

  

 （虐待等の禁止）  （虐待等の禁止） 

第４５条 （略） 第４５条 （略） 

２ 指定児童発達支援事業者は、虐待の発生

又はその再発を防止するため、次の各号に

掲げる措置を講じなければならない。 

 

 ⑴ 当該指定児童発達支援事業所における  



虐待の防止のための対策を検討する委員

会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）を定期的に開

催するとともに、その結果について、従

業者に周知徹底を図ること。 

 ⑵ 当該指定児童発達支援事業所におい

て、従業者に対し、虐待の防止のための

研修を定期的に実施すること。 

 

 ⑶ 前２号に掲げる措置を適切に実施する

ための担当者を置くこと。 

 

  

 （地域との連携等）  （地域との連携等） 

第５１条 （略） 第５１条 （略） 

２ 指定児童発達支援事業者（児童発達支援

センターである児童発達支援事業所におい

て、指定児童発達支援の事業を行うものに

限る。）は、通常の事業の実施地域の障害

児の福祉に関し、障害児若しくはその家庭

又は当該障害児が通い、在学し、若しくは

在籍する保育所、学校教育法（昭和２２年

法律第２６号）に規定する幼稚園、小学校

（義務教育学校の前期課程を含む。）若し

くは特別支援学校若しくは就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律（平成１８年法律第７７

号）第２条第６項に規定する認定こども園

その他児童が集団生活を営む施設からの相

談に応じ、助言その他の必要な援助を行う

よう努めなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者（児童発達支援

センターである児童発達支援事業所におい

て、指定児童発達支援の事業を行うものに

限る。）は、通常の事業の実施地域の障害

児の福祉に関し、障害児若しくはその家庭

又は当該障害児が通い、在学し、若しくは

在籍する保育所、学校教育法に規定する幼

稚園、小学校（義務教育学校の前期課程を

含む。）若しくは特別支援学校若しくは就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律（平成１８年

法律第７７号）第２条第６項に規定する認

定こども園その他児童が集団生活を営む施

設からの相談に応じ、助言その他の必要な

援助を行うよう努めなければならない。 

  

 （従業者の配置の基準）  （従業者の配置の基準） 

第６０条 児童発達支援に係る基準該当通所

支援（以下「基準該当児童発達支援」とい

う。）の事業を行う者（以下「基準該当児

童発達支援事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「基準該当児童発達支

援事業所」という。）に置くべき従業者及

びその員数は、次のとおりとする。 

第６０条 児童発達支援に係る基準該当通所

支援（以下「基準該当児童発達支援」とい

う。）の事業を行う者（以下「基準該当児

童発達支援事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「基準該当児童発達支

援事業所」という。）に置くべき従業者及

びその員数は、次のとおりとする。 

 ⑴ 児童指導員又は保育士 基準該当児童

発達支援の単位（基準該当児童発達支援

であって、その提供が同時に１人又は複

数の障害児に対して一体的に行われるも

のをいう。）ごとにその提供を行う時間

帯を通じて専ら当該基準該当児童発達支

援の提供に当たる児童指導員又は保育士

の合計数が、ア又はイに掲げる障害児の

数の区分に応じ、それぞれア又はイに定

める数以上 

 ⑴ 児童指導員、保育士又は障害福祉サー

ビス経験者 基準該当児童発達支援の単

位（基準該当児童発達支援であって、そ

の提供が同時に１人又は複数の障害児に

対して一体的に行われるものをいう。）

ごとにその提供を行う時間帯を通じて専

ら当該基準該当児童発達支援の提供に当

たる児童指導員、保育士又は障害福祉サ

ービス経験者の合計数が、ア又はイに掲

げる障害児の数の区分に応じ、それぞれ

ア又はイに定める数以上 

  ア・イ （略）   ア・イ （略） 



 ⑵ （略）  ⑵ （略） 

 ２ 前項第１号の児童指導員、保育士及び障

害福祉サービス経験者の半数以上は、児童

指導員又は保育士でなければならない。 

  

 （準用）  （準用） 

第７７条 第１２条から第２２条まで、第２

４条、第２６条（第４項及び第５項を除

く。）から第３４条まで、第３６条、第３

８条から第４１条まで、第４３条から第４

７条まで、第４９条から第５３条まで及び

第５５条の規定は、指定医療型児童発達支

援の事業について準用する。この場合にお

いて、第１２条第１項中「第３７条」とあ

るのは「第７５条」と、第１６条中「い

う。第３７条第６号及び」とあるのは「い

う。」と、第２２条第２項中「次条」とあ

るのは「第７２条」と、第２６条第１項及

び第２７条中「児童発達支援計画」とある

のは「医療型児童発達支援計画」と、第３

４条中「医療機関」とあるのは「他の専門

医療機関」と、第４３条第１項中「従業者

の勤務の体制、協力医療機関」とあるのは

「従業者の勤務の体制」と、第５５条第２

項第２号中「児童発達支援計画」とあるの

は「医療型児童発達支援計画」と、同項第

３号中「第３５条」とあるのは「第７４

条」と読み替えるものとする。 

第７７条 第１２条から第２２条まで、第２

４条、第２６条（第４項及び第５項を除

く。）から第３４条まで、第３６条、第３

８条から第４１条まで、第４３条から第４

７条まで、第４９条から第５３条まで及び

第５５条の規定は、指定医療型児童発達支

援の事業について準用する。この場合にお

いて、第１２条第１項中「第３７条」とあ

るのは「第７５条」と、第１６条中「い

う。第３７条第６号及び」とあるのは「い

う。」と、第２２条第２項中「次条」とあ

るのは「第７２条」と、第２６条第１項及

び第２７条中「児童発達支援計画」とある

のは「医療型児童発達支援計画」と、第３

４条中「医療機関」とあるのは「他の専門

医療機関」と、第４３条第１項中「従業者

の勤務の体制、協力医療機関」とあるのは

「従業者の勤務の体制」と、第５５条第２

項第２号中「児童発達支援計画」とあるの

は「医療型児童発達支援計画」と、第５５

条第２項第３号中「第３５条」とあるのは

「第７４条」と読み替えるものとする。 

  

 （従業者の配置の基準）  （従業者の配置の基準） 

第７９条 指定放課後等デイサービスの事業

を行う者（以下「指定放課後等デイサービ

ス事業者」という。）が当該事業を行う事

業所（以下「指定放課後等デイサービス事

業所」という。）に置くべき従業者及びそ

の員数は、次のとおりとする。 

第７９条 指定放課後等デイサービスの事業

を行う者（以下「指定放課後等デイサービ

ス事業者」という。）が当該事業を行う事

業所（以下「指定放課後等デイサービス事

業所」という。）に置くべき従業者及びそ

の員数は、次のとおりとする。 

 ⑴ 児童指導員又は保育士 指定放課後等

デイサービスの単位（指定放課後等デイ

サービスであって、その提供が同時に１

人又は複数の障害児に対して一体的に行

われるものをいう。以下この条において

同じ。）ごとにその提供を行う時間帯を

通じて専ら当該指定放課後等デイサービ

スの提供に当たる児童指導員又は保育士

の合計数が、ア又はイに掲げる障害児の

数の区分に応じ、それぞれア又はイに定

める数以上 

 ⑴ 児童指導員、保育士又は障害福祉サー

ビス経験者 指定放課後等デイサービス

の単位（指定放課後等デイサービスであ

って、その提供が同時に１人又は複数の

障害児に対して一体的に行われるものを

いう。以下この条において同じ。）ごと

にその提供を行う時間帯を通じて専ら当

該指定放課後等デイサービスの提供に当

たる児童指導員、保育士又は障害福祉サ

ービス経験者の合計数が、ア又はイに掲

げる障害児の数の区分に応じ、それぞれ

ア又はイに定める数以上 

  ア・イ （略）   ア・イ （略） 

 ⑵ （略）  ⑵ （略） 



２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定放

課後等デイサービス事業所において、日常

生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合

には機能訓練担当職員を、日常生活及び社

会生活を営むために医療的ケアを恒常的に

受けることが不可欠である障害児に医療的

ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ

置かなければならない。ただし、次の各号

のいずれかに該当する場合には、看護職員

を置かないことができる。 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定放

課後等デイサービス事業所において日常生

活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に

は、機能訓練担当職員を置かなければなら

ない。この場合において、当該機能訓練担

当職員が指定放課後等デイサービスの単位

ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら

当該指定放課後等デイサービスの提供に当

たる場合には、当該機能訓練担当職員の数

を児童指導員、保育士又は障害福祉サービ

ス経験者の合計数に含めることができる。 

 ⑴ 医療機関等との連携により、看護職員

を指定放課後等デイサービス事業所に訪

問させ、当該看護職員が障害児に対して

医療的ケアを行う場合 

 

 ⑵ 当該指定放課後等デイサービス事業所

（社会福祉士及び介護福祉士法第４８条

の３第１項の登録に係る事業所である場

合に限る。）において、医療的ケアのう

ち喀痰
かくたん

吸引等のみを必要とする障害児に

対し、当該登録を受けた者が自らの事業

又はその一環として喀痰
かくたん

吸引業務を行う

場合 

 

 ⑶ 当該指定放課後等デイサービス事業所

（社会福祉士及び介護福祉士法附則第２

０条第１項の登録に係る事業所である場

合に限る。）において、医療的ケアのう

ち特定行為のみを必要とする障害児に対

し、当該登録を受けた者が自らの事業又

はその一環として特定行為業務を行う場

合 

 

３ 前項に基づき、機能訓練担当職員等を置

いた場合において、当該機能訓練担当職員

等が指定放課後等デイサービスの単位ごと

にその提供を行う時間帯を通じて専ら当該

指定放課後等デイサービスの提供に当たる

場合には、当該機能訓練担当職員等の数を

児童指導員又は保育士の合計数に含めるこ

とができる。 

 

４ 第１項から前項までの規定にかかわら

ず、主として重症心身障害児を通わせる指

定放課後等デイサービス事業所に置くべき

従業者及びその員数は、次のとおりとす

る。ただし、指定放課後等デイサービスの

単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日

常生活を営むのに必要な機能訓練を行わな

い時間帯については、第４号の機能訓練担

当職員を置かないことができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、主として重

症心身障害児を通わせる指定放課後等デイ

サービス事業所に置くべき従業者及びその

員数は、次のとおりとする。ただし、指定

放課後等デイサービスの単位ごとにその提

供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに

必要な機能訓練を行わない時間帯について

は、第４号の機能訓練担当職員を置かない

ことができる。 

 ⑴～⑸ （略）  ⑴～⑸ （略） 

５ 第１項第１号の児童指導員又は保育士の ４ 第１項第１号の児童指導員、保育士又は



うち、１人以上は、常勤でなければならな

い。 

障害福祉サービス経験者のうち、１人以上

は、常勤でなければならない。 

６ 第３項の規定により機能訓練担当職員等

の数を含める場合における第１項第１号の

児童指導員又は保育士の合計数の半数以上

は、児童指導員又は保育士でなければなら

ない。 

５ 第１項第１号の児童指導員、保育士及び

障害福祉サービス経験者の半数以上は、児

童指導員又は保育士でなければならない。 

７ （略） ６ （略） 

  

 （従業者の配置の基準）  （従業者の配置の基準） 

第８６条 放課後等デイサービスに係る基準

該当通所支援（以下「基準該当放課後等デ

イサービス」という。）の事業を行う者

（以下「基準該当放課後等デイサービス事

業者」という。）が当該事業を行う事業所

（以下「基準該当放課後等デイサービス事

業所」という。）に置くべき従業者及びそ

の員数は、次のとおりとする。 

第８６条 放課後等デイサービスに係る基準

該当通所支援（以下「基準該当放課後等デ

イサービス」という。）の事業を行う者

（以下「基準該当放課後等デイサービス事

業者」という。）が当該事業を行う事業所

（以下「基準該当放課後等デイサービス事

業所」という。）に置くべき従業者及びそ

の員数は、次のとおりとする。 

 ⑴ 児童指導員又は保育士 基準該当放課

後等デイサービスの単位（基準該当放課

後等デイサービスであって、その提供が

同時に１人又は複数の障害児に対して一

体的に行われるものをいう。）ごとにそ

の提供を行う時間帯を通じて専ら当該基

準該当放課後等デイサービスの提供に当

たる児童指導員又は保育士の合計数が、

ア又はイに掲げる障害児の数の区分に応

じ、それぞれア又はイに定める数以上 

 ⑴ 児童指導員、保育士又は障害福祉サー

ビス経験者 基準該当放課後等デイサー

ビスの単位（基準該当放課後等デイサー

ビスであって、その提供が同時に１人又

は複数の障害児に対して一体的に行われ

るものをいう。）ごとにその提供を行う

時間帯を通じて専ら当該基準該当放課後

等デイサービスの提供に当たる児童指導

員、保育士又は障害福祉サービス経験者

の合計数が、ア又はイに掲げる障害児の

数の区分に応じ、それぞれア又はイに定

める数以上 

  ア・イ （略）   ア・イ （略） 

 ⑵ （略）  ⑵ （略） 

 ２ 前項第１号の児童指導員、保育士及び障

害福祉サービス経験者の半数以上は、児童

指導員又は保育士でなければならない。 

  

 （従業者の配置の基準）  （従業者の配置の基準） 

第９１条 （略） 第９１条 （略） 

２ 前項第１号に掲げる訪問支援員は、理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職

員若しくは保育士の資格を取得後又は児童

指導員若しくは心理指導担当職員（学校教

育法の規定による大学（短期大学を除

く。）若しくは大学院において、心理学を

専修する学科、研究科若しくはこれに相当

する課程を修めて卒業した者であって、個

人及び集団心理療法の技術を有するもの又

はこれと同等以上の能力を有すると認めら

れる者をいう。）として配置された日以

後、障害児について、入浴、排せつ、食事

２ 前項第１号に掲げる訪問支援員は、理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職

員若しくは保育士の資格を取得後又は児童

指導員若しくは心理指導担当職員（学校教

育法の規定による大学の学部で、心理学を

専修する学科若しくはこれに相当する課程

を修めて卒業した者であって、個人及び集

団心理療法の技術を有するもの又はこれと

同等以上の能力を有すると認められる者を

いう。）として配置された日以後、障害児

について、入浴、排せつ、食事その他の介

護を行い、及び当該障害児の介護を行う者



その他の介護を行い、及び当該障害児の介

護を行う者に対して介護に関する指導を行

う業務又は日常生活における基本的な動作

の指導、知識技能の付与、生活能力の向上

のために必要な訓練その他の支援（以下

「訓練等」という。）を行い、及び当該障

害児の訓練等を行う者に対して訓練等に関

する指導を行う業務その他職業訓練又は職

業教育に係る業務に３年以上従事した者で

なければならない。 

に対して介護に関する指導を行う業務又は

日常生活における基本的な動作の指導、知

識技能の付与、生活能力の向上のために必

要な訓練その他の支援（以下「訓練等」と

いう。）を行い、及び当該障害児の訓練等

を行う者に対して訓練等に関する指導を行

う業務その他職業訓練又は職業教育に係る

業務に３年以上従事した者でなければなら

ない。 

３ （略） ３ （略） 

  

 （準用）  （準用） 

第９７条 第１２条から第２２条まで、第２

４条、第２５条、第２６条（第４項及び第

５項を除く。）、第２７条から第３０条ま

で、第３２条、第３４条から第３６条ま

で、第３８条、第３８条の２、第４１条か

ら第４５条まで、第４７条、第４９条、第

５０条、第５１条第１項、第５３条から第

５５条まで及び第７６条の規定は、指定居

宅訪問型児童発達支援の事業について準用

する。この場合において、第１２条第１項

中「第３７条」とあるのは「第９６条」

と、第１６条中「いう。第３７条第６号及

び第５１条第２項において同じ。」とある

のは「いう。」と、第２２条第２項中「次

条」とあるのは「第９５条」と、第２５条

第２項中「第２３条第２項」とあるのは

「第９５条第２項」と、第２６条第１項及

び第２７条中「児童発達支援計画」とある

のは「居宅訪問型児童発達支援計画」と、

第４１条第２項中「指定児童発達支援事業

所において感染症又は食中毒が発生し、又

はまん延しないように」とあるのは「指定

居宅訪問型児童発達支援の提供に当たって

は、感染症又は食中毒が発生しないよう

に」と、「感染症及び食中毒の発生及びま

ん延」とあるのは「感染症及び食中毒の発

生」と、第５５条第２項第２号中「児童発

達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童

発達支援計画」と読み替えるものとする。 

第９７条 第１２条から第２２条まで、第２

４条、第２５条、第２６条（第４項及び第

５項を除く。）、第２７条から第３０条ま

で、第３２条、第３４条から第３６条ま

で、第３８条、第４１条から第４５条ま

で、第４７条、第４９条、第５０条、第５

１条第１項、第５３条から第５５条まで及

び第７６条の規定は、指定居宅訪問型児童

発達支援の事業について準用する。この場

合において、第１２条第１項中「第３７

条」とあるのは「第９６条」と、第１６条

中「いう。第３７条第６号及び第５１条第

２項において同じ。」とあるのは「い

う。」と、第２２条第２項中「次条」とあ

るのは「第９５条」と、第２５条第２項中

「第２３条第２項」とあるのは「第９５条

第２項」と、第２６条第１項及び第２７条

中「児童発達支援計画」とあるのは「居宅

訪問型児童発達支援計画」と、第４１条第

２項中「指定児童発達支援事業所において

感染症又は食中毒が発生し、又はまん延し

ないように」とあるのは「指定居宅訪問型

児童発達支援の提供に当たっては、感染症

又は食中毒が発生しないように」と、「感

染症及び食中毒の発生及びまん延」とある

のは「感染症及び食中毒の発生」と、第５

５条第２項第２号中「児童発達支援計画」

とあるのは「居宅訪問型児童発達支援計

画」と読み替えるものとする。 

  

 （準用）  （準用） 

第１０２条 第１２条から第２２条まで、第

２４条、第２５条、第２６条（第４項及び

第５項を除く。）、第２７条から第３０条

まで、第３２条、第３４条から第３６条ま

で、第３８条、第３８条の２、第４１条、

第４３条から第４５条まで、第４７条、第

第１０２条 第１２条から第２２条まで、第

２４条、第２５条、第２６条（第４項及び

第５項を除く。）、第２７条から第３０条

まで、第３２条、第３４条から第３６条ま

で、第３８条、第４１条、第４３条から第

４５条まで、第４７条、第４９条、第５０



４９条、第５０条、第５１条第１項、第５

３条から第５５条まで、第７６条及び第９

４条から第９６条までの規定は、指定保育

所等訪問支援の事業について準用する。こ

の場合において、第１２条第１項中「第３

７条」とあるのは「第１０２条において準

用する第９６条」と、第１６条中「いう。

第３７条第６号及び第５１条第２項におい

て同じ。」とあるのは「いう。」と、第２

２条第２項中「次条」とあるのは「第１０

２条において準用する第９５条」と、第２

５条第２項中「第２３条第２項」とあるの

は「第１０２条において準用する第９５条

第２項」と、第２６条第１項及び第２７条

中「児童発達支援計画」とあるのは「保育

所等訪問支援計画」と、第４１条第２項中

「指定児童発達支援事業所において」とあ

るのは「指定保育所等訪問支援を行う施設

において」と、第４３条第１項中「従業者

の勤務の体制、協力医療機関」とあるのは

「従業者の勤務の体制」と、第５５条第２

項第２号中「児童発達支援計画」とあるの

は「保育所等訪問支援計画」と読み替える

ものとする。 

条、第５１条第１項、第５３条から第５５

条まで、第７６条及び第９４条から第９６

条までの規定は、指定保育所等訪問支援の

事業について準用する。この場合におい

て、第１２条第１項中「第３７条」とある

のは「第１０２条において準用する第９６

条」と、第１６条中「いう。第３７条第６

号及び第５１条第２項において同じ。」と

あるのは「いう。」と、第２２条第２項中

「次条」とあるのは「第１０２条において

準用する第９５条」と、第２５条第２項中

「第２３条第２項」とあるのは「第１０２

条において準用する第９５条第２項」と、

第２６条第１項及び第２７条中「児童発達

支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援

計画」と、第４１条第２項中「指定児童発

達支援事業所において」とあるのは「指定

保育所等訪問支援を行う施設において」

と、第４３条第１項中「従業者の勤務の体

制、協力医療機関」とあるのは「従業者の

勤務の体制」と、第５５条第２項第２号中

「児童発達支援計画」とあるのは「保育所

等訪問支援計画」と読み替えるものとす

る。 

  

 （従業者の配置の基準に関する特例）  （従業者の配置の基準に関する特例） 

第１０３条 多機能型事業所（この条例に規

定する事業のみを行う多機能型事業所に限

る。）に係る事業を行う者に対する第５条

第１項から第３項まで、第６条（第３項及

び第６項を除く。）、第６８条、第７９条

第１項から第３項まで、第９１条第１項並

びに第９９条第１項の規定の適用について

は、第５条第１項中「事業所（以下「指定

児童発達支援事業所」という。）」とある

のは「多機能型事業所」と、同項第１号中

「指定児童発達支援の」とあるのは「指定

通所支援の」と、同条第２項中「指定児童

発達支援事業所」とあるのは「多機能型事

業所」と、同条第３項中「指定児童発達支

援」とあるのは「指定通所支援」と、第６

条第１項中「指定児童発達支援事業所」と

あるのは「多機能型事業所」と、同項第２

号ア中「指定児童発達支援」とあるのは

「指定通所支援」と、同条第２項及び第４

項中「指定児童発達支援事業所」とあるの

は「多機能型事業所」と、同項第１号中

「指定児童発達支援」とあるのは「指定通

所支援」と、同条第５項中「指定児童発達

支援事業所」とあるのは「多機能型事業

第１０３条 多機能型事業所（この条例に規

定する事業のみを行う多機能型事業所に限

る。）に係る事業を行う者に対する第５条

第１項及び第２項、第６条、第６８条、第

７９条第１項及び第２項、第９１条第１項

並びに第９９条第１項の規定の適用につい

ては、第５条第１項中「事業所（以下「指

定児童発達支援事業所」という。）」とあ

るのは「多機能型事業所」と、同項第１号

中「指定児童発達支援」とあるのは「指定

通所支援」と、同条第２項中「指定児童発

達支援事業所」とあるのは「多機能型事業

所」と、「指定児童発達支援」とあるのは

「指定通所支援」と、第６条第１項中「指

定児童発達支援事業所」とあるのは「多機

能型事業所」と、同項第２号ア中「指定児

童発達支援」とあるのは「指定通所支援」

と、同条第２項及び第３項中「指定児童発

達支援事業所」とあるのは「多機能型事業

所」と、同項第１号中「指定児童発達支

援」とあるのは「指定通所支援」と、同条

第４項中「指定児童発達支援事業所」とあ

るのは「多機能型事業所」と、同条第５項

中「指定児童発達支援事業所」とあるのは



所」と、同条第７項中「指定児童発達支援

事業所」とあるのは「多機能型事業所」

と、「指定児童発達支援の」とあるのは

「指定通所支援の」と、第６８条第１項中

「事業所（以下「指定医療型児童発達支援

事業所」という。）」とあり、並びに同条

第２項及び第３項中「指定医療型児童発達

支援事業所」とあるのは「多機能型事業

所」と、第７９条第１項中「事業所（以下

「指定放課後等デイサービス事業所」とい

う。）」とあるのは「多機能型事業所」

と、同項第１号中「指定放課後等デイサー

ビスの」とあるのは「指定通所支援の」

と、同条第２項中「指定放課後等デイサー

ビス事業所」とあるのは「多機能型事業

所」と、同条第３項中「指定放課後等デイ

サービス」とあるのは「指定通所支援」

と、第９１条第１項中「事業所（以下「指

定居宅訪問型児童発達支援事業所」とい

う。）」とあるのは「多機能型事業所」

と、第９９条第１項中「事業所（以下「指

定保育所等訪問支援事業所」という。）」

とあるのは「多機能型事業所」とする。 

「多機能型事業所」と、「指定児童発達支

援の」とあるのは「指定通所支援の」と、

第６８条第１項中「事業所（以下「指定医

療型児童発達支援事業所」という。）」と

あり、並びに同条第２項及び第３項中「指

定医療型児童発達支援事業所」とあるのは

「多機能型事業所」と、第７９条第１項中

「事業所（以下「指定放課後等デイサービ

ス事業所」という。）」とあるのは「多機

能型事業所」と、同項第１号中「指定放課

後等デイサービス」とあるのは「指定通所

支援」と、同条第２項中「指定放課後等デ

イサービス事業所」とあるのは「多機能型

事業所」と、「指定放課後等デイサービス

の」とあるのは「指定通所支援の」と、第

９１条第１項中「事業所（以下「指定居宅

訪問型児童発達支援事業所」という。）」

とあるのは「多機能型事業所」と、第９９

条第１項中「事業所（以下「指定保育所等

訪問支援事業所」という。）」とあるのは

「多機能型事業所」とする。 

２ 利用定員の合計が２０人未満である多機

能型事業所（この条例に規定する事業のみ

を行う多機能型事業所を除く。）は、第５

条第５項及び第７９条第５項の規定にかか

わらず、当該多機能型事業所に置くべき従

業者（児童発達支援管理責任者、嘱託医及

び管理者を除く。）のうち、１人以上は、

常勤でなければならないこととする。 

２ 利用定員の合計が２０人未満である多機

能型事業所（この条例に規定する事業のみ

を行う多機能型事業所を除く。）は、第５

条第４項及び第７９条第４項の規定にかか

わらず、当該多機能型事業所に置くべき従

業者（児童発達支援管理責任者、嘱託医及

び管理者を除く。）のうち、１人以上は、

常勤でなければならないこととする。 

  

  
   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、この条例による改正

後の八王子市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関す

る条例（以下「新条例」という。）第３８条の２（新条例第５９条、第６３

条、第７７条、第８４条、第８５条、第８９条、第９７条及び第１０２条にお

いて準用する場合を含む。）の規定の適用については、新条例第３８条の２第

１項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第２



項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第

３項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。 

 （感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置） 

３ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、新条例第４１条第２

項（新条例第５９条、第６３条、第７７条、第８４条、第８５条、第８９条、

第９７条及び第１０２条において準用する場合を含む。）の規定の適用につい

ては、新条例第４１条第２項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努め

なければ」とする。 

 （身体的拘束等の禁止に係る経過措置） 

４ この条例の施行の日から令和４年３月３１日までの間、新条例第４４条第４

項（新条例第５９条、第６３条、第７７条、第８４条、第８５条、第８９条、

第９７条及び第１０２条において準用する場合を含む。）の規定の適用につい

ては、新条例第４４条第４項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努め

なければ」とする。 

 （虐待の防止に係る経過措置） 

５ この条例の施行の日から令和４年３月３１日までの間、新条例第４５条第２

項（第２号に係る部分を除く。）（新条例第５９条、第６３条、第７７条、第

８４条、第８５条、第８９条、第９７条及び第１０２条において準用する場合

を含む。）の規定の適用については、新条例第４５条第２項中「講じなけれ

ば」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。 

６ この条例の施行の際現に指定を受けているこの条例による改正前の八王子市

指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例（以下

「旧条例」という。）第５条第１項に規定する指定児童発達支援事業者（次項

及び附則第８項において「旧指定児童発達支援事業者」という。）について

は、新条例第５条第１項及び第５項の規定にかかわらず、令和５年３月３１日

までの間は、なお従前の例による。 

７ 旧指定児童発達支援事業者に対する新条例第５条第３項及び第６項の規定の

適用については、令和５年３月３１日までの間、同条第３項中「又は保育士」

とあるのは「、保育士又は学校教育法（昭和２２年法律第２６号）の規定によ

る高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第９０条第２項の規定に



より大学への入学を認められた者、通常の課程による１２年の学校教育を修了

した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を

含む。）若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者

であって、２年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したもの（以下「障害

福祉サービス経験者」という。）」と、新条例第５条第６項中「又は保育士の

合計数」とあるのは「、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数（看護職

員を除く。）」とする。 

８ 旧指定児童発達支援事業者については、新条例第６条第６項の規定にかかわ

らず、令和４年３月３１日までの間は、なお従前の例による。 

９ この条例の施行の際現に旧条例第６０条第１項に規定する基準該当児童発達

支援に関する基準を満たしている基準該当児童発達支援事業者（次項において

「旧基準該当児童発達支援事業者」という。）については、新条例第６０条第

１項の規定にかかわらず、令和５年３月３１日までの間は、なお従前の例によ

る。 

１０ 旧基準該当児童発達支援事業者については、旧条例第６０条第２項の規定

は、令和５年３月３１日までの間、なおその効力を有する。 

１１ この条例の施行の際現に指定を受けている旧条例第７９条第１項に規定す

る指定放課後等デイサービス事業者（次項及び附則第１３項において「旧指定

放課後等デイサービス事業者」という。）については、新条例第７９条第１項

及び第５項の規定にかかわらず、令和５年３月３１日までの間は、なお従前の

例による。 

１２ 旧指定放課後等デイサービス事業者に対する新条例第７９条第３項の規定

の適用については、令和５年３月３１日までの間、同項中「又は保育士」とあ

るのは、「、保育士又は障害福祉サービス経験者」とする。 

１３ 旧指定放課後等デイサービス事業者に対する新条例第７９条第６項の規定

の適用については、令和５年３月３１日までの間、同項中「又は保育士の合計

数」とあるのは、「、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数（看護職員

を除く。）」とする。 

１４ この条例の施行の際現に旧条例第８６条第１項に規定する基準該当放課後

等デイサービスに関する基準を満たしている基準該当放課後等デイサービス事



業者（次項において「旧基準該当放課後等デイサービス事業者」という。）に

ついては、新条例第８６条第１項の規定にかかわらず、令和５年３月３１日ま

での間は、なお従前の例による。 

１５ 旧基準該当放課後等デイサービス事業者については、旧条例第８６条第２

項の規定は、令和５年３月３１日までの間は、なおその効力を有する。 



 


